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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １ 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２ 第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５ 経理の状況」中、「１ 四半期

連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が

ないことに加え、当第３四半期連結会計期間は１株当たり四半期純損失となるため記載しておりません。 

４ 自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末少数株主持分）を期末資産の部の合計で除

して算出しております。 

１ 【主要な経営指標等の推移】

平成20年度
第３四半期連結

累計期間

平成20年度
第３四半期連結

会計期間
平成19年度

(自平成20年
 ４月１日 
至平成20年 
  12月31日)

(自平成20年
 10月１日 
至平成20年 
  12月31日)

(自平成19年
 ４月２日 
至平成20年 
  ３月31日)

経常収益 百万円 213,378 65,309 277,795

経常利益 
（△は経常損失） 

百万円 10,711 △8,124 25,865

四半期純利益 
（△は四半期純損失） 

百万円 951 △9,647 ―

当期純利益 百万円 ― ― 1,252

純資産額 百万円 ― 578,578 592,516

総資産額 百万円 ― 11,370,878 11,363,902

１株当たり純資産額 円 ― 575.63 586.47

１株当たり四半期純利益
金額（△は１株当たり四
半期純損失） 

円 0.95 △11.26 ―

１株当たり当期純利益 
金額 

円 ― ― 1.22

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益 
金額 

円 ― ― ―

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
金額 

円 ― ― ―

自己資本比率 ％ ― 4.41 4.50

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 29,606 ― △263,382

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 42,381 ― 216,577

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △19,989 ― 104,292

現金及び現金同等物 
の四半期末(期末)残高 

百万円 ― 335,608 283,777

従業員数 人 ― 7,613 7,646
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５ 当社は、特定事業会社 (企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社) 

に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益関係指標については、「第５ 経理の状況」の「２ そ

の他」中、「(1) 第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金

額等」の「① 損益計算書」にもとづいて掲出しております。 

  なお、第３四半期連結会計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、同「③ １株当たり四半期純損益

金額等」に記載しております。 

  

  

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いては、重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても、異動はありません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1) 連結会社における従業員数 

平成20年12月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、連結会社各社において、それぞれ社外への出向者を除き、社外から受け入れた出向者を含んで

おります。また、嘱託及び臨時従業員数2,396人（銀行業1,353人、その他1,043人）、並びに執行役員（子銀

行の執行役員を含む）28人を含んでおりません。 

    ２ 臨時従業員数は、〔 〕内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外書で記載しております。 

    ３ 臨時従業員は、銀行業の所定労働時間に換算して算出しております。 

  

(2) 当社の従業員数 

平成20年12月31日現在 

 
(注)  当社従業員は主に、株式会社福岡銀行、株式会社熊本ファミリー銀行、株式会社親和銀行からの出向者であり

ます。なお、従業員数には、各子銀行からの兼務出向者は含んでおりません。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(人)
7,613 [2,391] 

従業員数(人) 143
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第２ 【事業の状況】 

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行持株会社における業務の特殊性のため、該当する情報がないの

で記載しておりません。 

  

当社の100%子会社である株式会社熊本ファミリー銀行（以下「熊本ファミリー銀行」）、株式会社親和

銀行（以下「親和銀行」）および株式会社福岡銀行（以下「福岡銀行」）は、それぞれ平成20年12月26日

開催の取締役会において、関係当局の認可等を前提に、平成21年2月13日を効力発生日として、熊本ファ

ミリー銀行および親和銀行が有する事業再生事業および不良債権関連事業を吸収分割により、福岡銀行に

承継することを決議し、同日付で吸収分割契約を締結いたしました。 

 詳細については、「第５ 経理の状況」の「１ 四半期連結財務諸表（追加情報）」に記載しておりま

す。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

２ 【経営上の重要な契約等】
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(1) 業績の状況 

当第３四半期連結会計期間における当社グループの業績につきましては、連結経常収益は貸出金利息

の増強等に努めました結果、653億９百万円となりました。連結経常収益の主な内訳は、資金運用収益

が528億２千９百万円、役務取引等収益が99億７千１百万円、その他業務収益が21億９千６百万円、そ

の他経常収益が２億２千万円となりました。なお、資金運用収益のうち、貸出金利息は432億４千２百

万円、有価証券利息配当金は81億１千６百万円となりました。一方、連結経常費用は、有価証券の減損

や信用コストの増加等により734億３千３百万円となりました。連結経常費用の主な内訳は、資金調達

費用が107億７千３百万円、役務取引等費用が43億９千１百万円、その他業務費用が64億９千1百万円、

営業経費が322億５千１百万円、その他経常費用が195億２千６百万円となりました。 

 この結果、連結経常損失は81億２千４百万円、連結四半期純損失は96億４千７百万円となりました。

 主要勘定残高につきましては、預金・譲渡性預金は、個人預金が堅調に推移しました結果、前連結会

計年度末比1,416億円増加し10兆2,490億円となりました。 

 貸出金は、住宅ローンが堅調に推移しました結果、前連結会計年度末比1,257億円増加し８兆1,032億

円となりました。 

 有価証券は、安全性と収益性の両面に留意して投資の多様化を図りました結果、前連結会計年度末比

630億円減少し２兆3,008億円となりました。 

  

３ 【財政状態及び経営成績の分析】
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①国内・国際業務部門別収支 

当第３四半期連結会計期間の資金運用収支は420億５千６百万円、役務取引等収支は55億８千万

円、特定取引収支は９千１百万円、その他業務収支は△42億９千４百万円となりました。 

  

 
（注）１ 「国内」・「海外」の区分に替えて、「国内業務部門」・「国際業務部門」で区分しております。「国内

業務部門」は当社の円建取引、銀行業を営む連結子会社の国内店の円建取引及び国内に本店を有する銀行業

以外の子会社の取引であります。「国際業務部門」は、当社の外貨建取引、銀行業を営む連結子会社の国内

店の外貨建取引及び海外子会社の取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分

等は国際業務部門に含めております。 

２ 「相殺消去額」は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借利息であります。 

  

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 39,942 2,114 ― 42,056

 うち資金運用収益 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 49,690 3,704 564 52,829

 うち資金調達費用 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 9,748 1,590 564 10,773

役務取引等収支 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 5,445 134 ― 5,580

 うち役務取引等 
 収益 

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 9,788 182 ― 9,971

 うち役務取引等 
 費用 

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 4,342 48 ― 4,391

特定取引収支 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 91 ― ― 91

 うち特定取引収益 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 91 ― ― 91

 うち特定取引費用 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

その他業務収支 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 696 △4,990 ― △4,294

 うちその他業務 
 収益 

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 1,177 1,019 ― 2,196

 うちその他業務 
 費用 

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 481 6,010 ― 6,491
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②国内・国際業務部門別役務取引の状況 

役務取引等収益は、99億７千１百万円となりました。 

役務取引等費用は、43億９千１百万円となりました。   

  

 
(注) 「国内業務部門」は当社の円建取引、銀行業を営む連結子会社の国内店の円建取引及び国内に本店を有する銀

行業以外の子会社の取引であります。「国際業務部門」は当社の外貨建取引、銀行業を営む連結子会社の国内店

の外貨建取引及び海外子会社の取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国

際業務部門に含めております。 

  

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 9,788 182 ― 9,971

 うち預金・貸出 
 業務 

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 3,701 ― ― 3,701

 うち為替業務 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 3,895 177 ― 4,073

 うち証券関連業務 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 653 ― ― 653

 うち代理業務 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 999 ― ― 999

 うち保護預り・ 
 貸金庫業務 

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 321 ― ― 321

 うち保証業務 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 215 5 ― 220

役務取引等費用 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 4,342 48 ― 4,391

 うち為替業務 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 1,367 48 ― 1,416
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③国内・国際業務部門別特定取引の状況 

特定取引収益は、９千１百万円となりました。 

  

 
(注) １ 「国内業務部門」は、当社の円建取引、銀行業を営む連結子会社の国内店の円建取引及び国内に本店を有す

る銀行業以外の子会社の取引であります。「国際業務部門」は当社の外貨建取引、銀行業を営む連結子会社の

国内店の外貨建取引及び海外子会社の取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定

分等は国際業務部門に含めております。 

２ 内訳科目は、それぞれ収益と費用で相殺し、収益が上回った場合には収益欄に、費用が上回った場合には費

用欄に、上回った純額を計上しております。 

  

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

特定取引収益 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 91 ― ― 91

 うち商品有価証券 
 収益 

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 91 ― ― 91

 うち特定金融 
 派生商品収益 

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

 うちその他の 
 特定取引収益 

前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 0 ― ― 0

特定取引費用 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

─ 8 ─



④国内・国際業務部門別預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高(末残) 

  

 
(注) １ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

   ２ 定期性預金＝定期預金＋定期積金 

   ３ 「国内業務部門」は、当社の円建取引、銀行業を営む連結子会社の国内店の円建取引及び国内に本店を有す

る銀行業以外の子会社の取引であります。「国際業務部門」は、当社の外貨建取引、銀行業を営む連結子会社

の国内店の外貨建取引及び海外子会社の取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引分

等は国際業務に含めています。 

  

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 9,797,836 65,865 ― 9,863,701

 うち流動性預金 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 5,334,757 ― ― 5,334,757

 うち定期性預金 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 4,393,685 ― ― 4,393,685

 うちその他 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 69,394 65,865 ― 135,259

譲渡性預金 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 385,318 ― ― 385,318

総合計 
前第３四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 10,183,155 65,865 ― 10,249,020
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⑤国内・海外別貸出金残高の状況 

○ 業種別貸出状況(残高・構成比) 

  

 
（注）「国内」とは、当社、銀行業を営む連結子会社（特別国際金融取引勘定分を除く）及び国内に本店を有する銀

行業以外の連結子会社であります。「海外」とは、特別国際金融取引勘定分であります。 

  

  

業種別
平成20年12月31日

貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内 
(除く特別国際金融取引勘定分) 

8,103,111 100.00

 製造業 744,336 9.19

 農業 14,438 0.18

 林業 434 0.01

 漁業 16,348 0.20

 鉱業 11,828 0.14

 建設業 298,761 3.69

 電気・ガス・熱供給・水道業 87,405 1.08

 情報通信業 49,500 0.61

 運輸業 306,852 3.79

 卸売・小売業 1,084,021 13.38

 金融・保険業 321,196 3.96

 不動産業 1,072,772 13.24

 各種サービス業 1,091,450 13.47

 地方公共団体 752,286 9.28

 その他 2,251,476 27.78

海外 
（特別国際金融取引勘定分） 

148 100.00

 政府等 148 100.00

合計 8,103,260 ―
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動におけるキ

ャッシュ・フローは、預金等の増加を主因に495億４千万円のプラスとなりました。投資活動における

キャッシュ・フローは、有価証券の償還及び売却等を主因に647億２千７百万円のプラスとなりまし

た。また、財務活動におけるキャッシュ・フローは、86億１千万円のマイナスとなりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は3,356億8百万円となりました。  

  

  

 

   

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題、研究開発活動 

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更はありません。また、研究開発活動に関しては該当事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 主要な設備の状況 

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

  
  

  

２ 設備の新設、除却等の計画 

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

   
(注)  第一種優先株式の内容は次のとおりであります。 

（1）優先配当金 

① 当会社は、事業年度の末日である毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権

者に対して行う金銭による剰余金の配当については、優先株式を有する株主（以下「優先株主」という。）

又は優先株式の登録株式質権者（以下「優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主

（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に

先立ち、次に定める額を上限として金銭による剰余金の配当（以下「優先配当金」という。）を行う。ただ

し、当該事業年度において（2）に定める剰余金の配当を行ったときは、その額を控除した額とする。 

本優先株式１株につき 年14円 

② ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当の額が優先配

当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

③ 優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社

が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金

の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号

ロに規定される剰余金の配当については配当を行うことができるものとする。 

（2）基準日を定めて行う剰余金の配当 

  当会社は、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う金銭に

よる剰余金の配当を行う場合には、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、優先株主又は優先登録株式

質権者に対し、(1)①で定める額の2分の1を上限とする金銭による剰余金の配当（以下「優先中間配当金」と

いう。）を行う。 

（3）残余財産の分配 

① 当会社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質

権者に先立ち、次に定める額を金銭により支払う。 

本優先株式  １株につき500円 

② 優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、（3）①のほか、残余財産の分配は行わない。 

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,800,000,000

第一種優先株式 18,878,000

計 1,818,878,000

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成21年２月10日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 859,761,868 同左
東京証券取引所市場第一部 
大阪証券取引所市場第一部 

福岡証券取引所

株主としての権利内
容に制限のない、標
準となる株式。単元
株式数は1,000株。

第一種優先株式 18,742,000 同左 ―
単元株式数は1,000
株。 
   （注）

計 878,503,868 同左 ― ―
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（4）議決権 

  優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先配当金の額（当該優先配当金に係る基準日の

属する事業年度において(2)の規定に基づき優先配当金が支払われているときは、当該優先配当金の額を控除

した額。以下（4）において同じ。）の剰余金の配当を行う旨の議案が定時株主総会に提出されなかったとき

は当該定時株主総会より、当該議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時よ

り、優先株主に対して優先配当金の配当を行う旨の決議がある時までは議決権を有するものとする。 

（5）優先株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等 

① 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式についての株式の併合又は分割は行わない。 

② 当会社は、優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え

ず、また株式の無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行わない。 

（6）第一種優先株式の取得 

① 当会社は、第一種優先株式について、当会社の取締役会が取得日として定める日に当該優先株式1株につき500

円で当該優先株式の全部又は一部を取得することができる。 

② ①に基づき、優先株式の一部取得をする場合には、抽選により行う。 

（7）優先順位 

  当会社の発行する各種の優先株式の優先配当金、（2）の規定による剰余金の配当及び残余財産の支払順位

は、同順位とする。 

（8）配当金の除斥期間 

  配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は

その支払義務を免れる。 

（9）その他 

  会社法第322条第２項に規定する定款の定めはない。 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成20年10月１日～ 
平成20年12月31日 

― 878,503 ― 124,799,119 ― 54,666,090
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(5) 【大株主の状況】 

普通株式及び第一種優先株式ともに、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。 
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(6) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することは

できませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。 

  

① 【発行済株式】 

平成20年９月30日現在 

 
(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が13千株含まれておりま

す。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が13個含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成20年９月30日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 
第一種優先株式

18,742,000 
―

「1.株式等の状況」の「(1)株
式の総数等」の「②発行済株
式」の注記に記載されておりま
す。 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式    10,000 

―
株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式。 （相互保有株式）

普通株式  3,367,000 
―

完全議決権株式(その他) 普通株式 851,653,000 851,653 同上 

単元未満株式 普通株式  4,731,868 ― 同上 

発行済株式総数 878,503,868 ― ― 

総株主の議決権 ― 851,653 ― 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
株式会社ふくおかフィナン
シャルグループ 

福岡市中央区大手門一丁目
８番３号 

10,000 ― 10,000 0.00

（相互保有株式） 
株式会社福岡銀行 

福岡市中央区天神二丁目13
番１号 

26,000 ― 26,000 0.00

（相互保有株式） 
株式会社親和銀行 

佐世保市島瀬町10番12号 3,291,000 ― 3,291,000 0.37

（相互保有株式） 
前田証券株式会社 

福岡市中央区天神二丁目14
番２号 

50,000 ― 50,000 0.00

計 ― 3,377,000 ― 3,377,000 0.38
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【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。

  

２ 【株価の推移】

月別
平成20年 
４月 ５月

 
６月 ７月 ８月 ９月 10月

 
11月 12月

最高(円) 576 542 555 494 458 415 401 350 387

最低(円) 405 480 470 444 384 351 248 271 287

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

１ 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類

は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。 

  

２ 当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会

社)に該当するため、当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)に係る

損益の状況、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額等については、「２ その他」に記載して

おります。 

  

３ 当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)は、四半期連結財務諸表の

作成初年度であるため、前第３四半期連結累計期間との対比は行っておりません。 

  

４ 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結累計期間(自 平成20年

４月１日 至 平成20年12月31日)の四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レ

ビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

資産の部   

現金預け金 ※2  371,051 ※2  347,944

コールローン及び買入手形 2,457 76,557

買入金銭債権 158,147 174,736

特定取引資産 2,205 10,425

金銭の信託 － 3,524

有価証券 ※2, ※4  2,300,803 ※2, ※4  2,363,835

貸出金 ※1  8,103,260 ※1  7,977,486

外国為替 6,070 5,140

その他資産 ※2  139,924 ※2  126,470

有形固定資産 ※3  185,753 ※3  180,645

無形固定資産 186,370 189,400

繰延税金資産 67,961 63,082

支払承諾見返 80,267 88,845

貸倒引当金 △233,283 △244,105

投資損失引当金 △110 △88

資産の部合計 11,370,878 11,363,902

負債の部   

預金 9,863,701 9,837,935

譲渡性預金 385,318 269,481

コールマネー及び売渡手形 3,641 2,504

債券貸借取引受入担保金 28,130 42,371

特定取引負債 2 7

借用金 96,764 203,808

外国為替 162 782

短期社債 20,000 50,000

社債 153,971 133,796

その他負債 122,051 101,224

退職給付引当金 764 2,266

利息返還損失引当金 1,134 1,162

睡眠預金払戻損失引当金 3,397 3,838

その他の偶発損失引当金 430 272

再評価に係る繰延税金負債 32,282 32,779

負ののれん 279 307

支払承諾 80,267 88,845

負債の部合計 10,792,300 10,771,385
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

純資産の部   

資本金 124,799 124,799

資本剰余金 104,264 104,697

利益剰余金 220,431 224,572

自己株式 △2,501 △3,206

株主資本合計 446,993 450,862

その他有価証券評価差額金 15,968 17,348

繰延ヘッジ損益 △7,170 △4,008

土地再評価差額金 46,733 47,469

評価・換算差額等合計 55,530 60,809

少数株主持分 76,053 80,844

純資産の部合計 578,578 592,516

負債及び純資産の部合計 11,370,878 11,363,902
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日) 

経常収益 213,378

資金運用収益 162,107

（うち貸出金利息） 129,818

（うち有価証券利息配当金） 27,180

役務取引等収益 32,680

特定取引収益 205

その他業務収益 8,864

その他経常収益 9,522

経常費用 202,666

資金調達費用 36,116

（うち預金利息） 21,385

役務取引等費用 12,446

その他業務費用 19,172

営業経費 98,146

その他経常費用 ※1  36,785

経常利益 10,711

特別利益 2,254

固定資産処分益 717

償却債権取立益 1,536

特別損失 2,968

固定資産処分損 2,093

減損損失 404

その他の特別損失 471

税金等調整前四半期純利益 9,997

法人税等 7,650

少数株主利益 1,395

四半期純利益 951
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 9,997

減価償却費 6,118

減損損失 404

のれん償却額 6,850

持分法による投資損益（△は益） 30

貸倒引当金の増減（△） △10,822

投資損失引当金の増減額（△は減少） 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,502

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △28

睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） △440

その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） 157

資金運用収益 △162,107

資金調達費用 36,116

有価証券関係損益（△） 11,307

為替差損益（△は益） △9,487

固定資産処分損益（△は益） 1,368

特定取引資産の純増（△）減 8,220

特定取引負債の純増減（△） △5

貸出金の純増（△）減 △125,773

預金の純増減（△） 25,766

譲渡性預金の純増減（△） 115,837

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△99,044

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 28,723

コールローン等の純増（△）減 90,688

コールマネー等の純増減（△） 1,136

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △14,241

外国為替（資産）の純増（△）減 △930

外国為替（負債）の純増減（△） △620

短期社債（負債）の純増減（△） △30,000

普通社債発行及び償還による増減（△） 30,000

資金運用による収入 154,864

資金調達による支出 △33,827

その他 △3,237

小計 35,543

法人税等の還付額 167

法人税等の支払額 △6,105

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,606
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △772,149

有価証券の売却による収入 474,813

有価証券の償還による収入 354,582

有形固定資産の取得による支出 △13,562

有形固定資産の売却による収入 5,096

無形固定資産の取得による支出 △6,399

無形固定資産の売却による収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 42,381

財務活動によるキャッシュ・フロー  

劣後特約付借入金の返済による支出 △8,000

配当金の支払額 △6,248

少数株主への配当金の支払額 △754

自己株式の取得による支出 △114

自己株式の売却による収入 265

少数株主への株式の払戻による支出 △5,137

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,989

現金及び現金同等物に係る換算差額 △168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 51,830

現金及び現金同等物の期首残高 283,777

現金及び現金同等物の四半期末残高 335,608
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

１ 会計処理基準に関する事項の変更 (1) リース取引に関する会計基準 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりましたが、「リース取引

に関する会計基準」(企業会計基準第13号平成

19年３月30日)及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16

号同前)が平成20年４月１日以後開始する連結

会計年度から適用されることに伴い、第１四半

期連結会計期間から同会計基準及び適用指針を

適用しております。また、当該取引に係るリー

ス資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。 

 これにより、従来の方法に比べ、「有形固定

資産」中のリース資産は1,971百万円、「その

他負債」中のリース債務は2,126百万円増加し

ております。また、これによる当第３四半期連

結損益計算書に与える影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日が平成20年４月１日

前に開始する連結会計年度に属する所有権移転

外ファイナンス・リース取引につきましては、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理

を行っております。 

(2)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 一部の連結子会社において保有する棚卸資産

については、従来、主として個別法による原価

法によっておりましたが、第１四半期連結会計

期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、主として個別法によ

る原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定

しております。 

 この変更により、税金等調整前四半期純利益

は158百万円減少しております。 
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【簡便な会計処理】 

  

 
  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

１ 減価償却費の算定方法  定率法を採用している有形固定資産について

は、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方

法により算定しております。 

２ 貸倒引当金の計上方法  「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び

「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当てて

いる債権等以外の債権に対する貸倒引当金につき

ましては、中間連結会計期間末の予想損失率等を

適用して計上しております。 

３ 繰延税金資産の回収可能性の判断  繰延税金資産の回収可能性の判断につきまして

は、一時差異の発生状況について中間連結会計期

間末から大幅な変動がないと認められるため、当

該中間連結会計期間末の検討において使用した将

来の業績予測及びタックス・プランニングの結果

を適用しております。 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

１ 税金費用の処理  当社及び連結子会社の税金費用は、当第３四半

期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗

じることにより算定しております。 

 なお、連結損益計算書上における法人税等調整

額は、法人税等に含めて表示しております。 
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【追加情報】 

  

 
  
  

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

（有価証券に係る時価の算定方法の一部変更） 

 変動利付国債の時価については、従来、市場価格等をもって貸借対照表価額としておりまし

たが、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると判断

し、当第３四半期連結会計期間においては合理的に算定された価額をもって貸借対照表価額と

しております。これにより、市場価格等をもって貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証

券」は19,987百万円増加、「繰延税金資産」は6,310百万円減少、「その他有価証券評価差額

金」は、13,677百万円増加しております。 

 変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来のキャッシ

ュ・フローを、国債の利回り曲線に基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、

国債の利回りが主な価格決定変数であります。 

 

（会社分割にかかる事項） 

 当社の100％子会社である株式会社熊本ファミリー銀行（以下「熊本ファミリー銀行」）、

株式会社親和銀行（以下「親和銀行」）および株式会社福岡銀行(以下「福岡銀行」）は、そ

れぞれ平成20年12月26日開催の取締役会において、関係当局の認可等を前提に、平成21年２月

13日を効力発生日として、熊本ファミリー銀行および親和銀行が有する事業再生事業および不

良債権関連事業を吸収分割により、福岡銀行に承継することを決議し、同日付で吸収分割契約

を締結いたしました。 

（1）会社分割の目的 

 本分割は、現下の厳しい環境下においてもお取引先の事業再生支援が滞ることがないように

するため、当社グループの事業再生事業等にかかる体制強化を図ることを目的に実施するもの

であります。具体的には、当社グループの事業再生事業等にかかる組織・人材・ノウハウを福

岡銀行に結集させることにより、情報の一元化と単一組織による意思決定の迅速化、および福

岡銀行の持つ先端金融手法やソリューション機能等の質の高い再生支援メニューを迅速かつ的

確に提供できる体制の構築を進めてまいります。 

（2）本分割の方式 

 熊本ファミリー銀行および親和銀行を分割会社とし、福岡銀行を承継会社とする吸収分割で

す。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。 

 
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額で

あります。 

破綻先債権額 60,239百万円

延滞債権額 215,574百万円

３ヵ月以上延滞債権額 771百万円

貸出条件緩和債権額 105,874百万円

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。 

 
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額で

あります。 

破綻先債権額 19,435百万円

延滞債権額 249,190百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,665百万円

貸出条件緩和債権額 150,429百万円

※２ 担保に供している資産 

 

現金預け金 5百万円

有価証券 543,808百万円

その他資産 170百万円

 

※２ 担保に供している資産 

 

現金預け金 558百万円

有価証券 511,841百万円

その他資産 103百万円

上記のほか、日銀共通担保及び為替決済等の取引

の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有

価証券405,298百万円及びその他資産26百万円を差

し入れております。          

 関連会社の借入金等にかかる担保提供資産はあり

ません。 

 またその他資産のうち保証金は1,846百万円であ

ります。 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額 

                94,185百万円 

上記のほか、日銀共通担保及び為替決済等の取引

の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、現

金預け金287百万円、有価証券484,375百万円及びそ

の他資産112万円を差し入れております。      

 関連会社の借入金等にかかる担保提供資産はあり

ません。 

 またその他資産のうち保証金は2,103百万円であ

ります。 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額 

                95,578百万円 

※４ 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融

商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は47,339百万円であります。 

 

※４ 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融

商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は50,442百万円であります。 
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(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

※１ その他経常費用には、貸倒引当金繰入額21,362百

万円を含んでおります。 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(単位：百万円)

平成20年12月31日現在 

 

現金預け金勘定 371,051

有利息預け金 △35,443

現金及び現金同等物 335,608
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(株主資本等関係) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
(単位：千株) 

 
  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
  
    該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 
  

 
  

基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの 
  

  該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末株式数

発行済株式 

 普通株式 859,761

 第一種優先株式 18,742

合計 878,503

自己株式 

 普通株式 3,056

合計 3,056

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たりの
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 2,148 2.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

第一種優先株式 131 7.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

平成20年11月14日 
取締役会 

普通株式 3,439 4.0 平成20年９月30日 平成20年12月10日 利益剰余金

第一種優先株式 131 7.0 平成20年９月30日 平成20年12月10日 利益剰余金

─ 29 ─



（セグメント情報） 

  【事業の種類別セグメント情報】 

連結会社は、銀行業以外に保証業及び債権管理回収業等を営んでおりますが、それらの事業の全セグ

メントに占める割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

  

  

【所在地別セグメント情報】 

全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

  

  

【国際業務経常収益】 

 国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しておりま

す。 
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(有価証券関係) 

当第３四半期連結会計期間末 

  

※  四半期連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。 

  

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年12月31日現在) 

  

 
(注) 時価は、合理的に算出された価額に基づいて評価しております。 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年12月31日現在) 

  

 
（注）１ 四半期連結貸借対照表計上額は、当第３四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により

計上したものであります。 

  (追加情報） 

      変動利付国債の時価については、従来、市場価格等をもって貸借対照表価額としておりましたが、昨今の

市場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当第３四半期連結会計

期間においては合理的に算定された価額をもって貸借対照表価額としております。これにより、市場価格等

をもって貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は19,987百万円増加、「繰延税金資産」は6,310

百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は、13,677百万円増加しております。 

      変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来のキャッシュ・フロー

を、国債の利回り曲線に基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回りが主な価格

決定変数であります。 

  

   ２ その他有価証券で時価（市場価格又は合理的に算定された価額）のあるもののうち、当該有価証券の時価

が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものに

ついては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計

期間の損失として処理（以下「減損処理」という）しております。 

     当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、15,110百万円（うち、株式4,972百万円、債券10,138百

万円）であります。また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準におい

て、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。 

四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 92,757 100,362 7,605

合計 92,757 100,362 7,605

取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
評価差額(百万円)

株式 81,272 95,697 14,425

債券 1,564,203 1,582,993 18,790

 国債 705,304 715,596 10,292

 地方債 40,336 40,799 463

 社債 818,562 826,597 8,034

その他 436,452 429,650 △6,801

合計 2,081,927 2,108,341 26,414

 破綻先、実質破綻先、 
 破綻懸念先 

 時価が取得原価に比べて下落

 要注意先  時価が取得原価に比べて30％以上下落

 正常先 時価が取得原価に比べて50％以上下落又は、時価が取得原価に比
べ30％以上50％未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推
移等
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      破綻先とは、破産、特別精算、手形取引所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破破綻の事実が

発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後

経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社であります。要注意先とは、今後の管理に注意を要す

る発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社で

あります。 

  (追加情報） 

      従来は、その他有価証券で時価のあるもののうち、時価が取得価額の30％以上下落した銘柄については全

て当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を損失とし減損処理しておりましたが、

平成20年４月より減損判定基準を金融環境の変化等を踏まえ、上記基準に変更しております。この変更によ

る有価証券の減損額への影響は、当第３四半期連結累計期間で14,065百万円減少しております。 
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(金銭の信託関係) 

当第３四半期連結会計期間末 

  

１ 満期保有目的の金銭の信託(平成20年12月31日現在) 

  
   該当ありません。 

  

２ その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成20年12月31日現在) 

  
   該当ありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

当第３四半期連結会計期間末 

  

(1) 金利関連取引(平成20年12月31日現在) 

  

 
（注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種

別監査委員会報告第24号)等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いてお

ります。 

  

  

(2) 通貨関連取引(平成20年12月31日現在) 

  

 
（注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第25号)等に基づき、ヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債

務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているものについて

は、上記記載から除いております。 

  

  

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融商品 
取引所 

金利先物 ― ― ―

金利オプション ― ― ―

店頭 

金利先渡契約 ― ― ―

金利スワップ 508,400 1,311 1,284

金利オプション ― ― ―

金利スワップション 4,910 7 22

キャップ 37,203 △3 55

フロア 11,872 0 0

その他 ― ― ―

合計 ― 1,315 1,363

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融商品 
取引所 

通貨先物 ― ― ―

通貨オプション ― ― ―

店頭 

通貨スワップ 1,047,444 2,105 2,052

為替予約 60,140 192 192

通貨オプション 987 0 4

その他 ― ― ―

合計 ― 2,297 2,248
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(3) 株式関連取引(平成20年12月31日現在) 

  
  該当ありません。 

  

  

(4) 債券関連取引(平成20年12月31日現在) 

  

 
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

  

(5) 商品関連取引(平成20年12月31日現在) 

  
  該当ありません。 

  

  

(6) クレジットデリバティブ取引(平成20年12月31日現在) 

  

 
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

  

(7) 複合金融商品関連取引(平成20年12月31日現在) 

  

 
(注) 契約額等については、当該複合金融商品の購入金額を表示しております。 

  

  

(ストック・オプション等関係) 

   該当事項はありません。 

  

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

金融 
商品 
取引所 

債券先物 300 △2 △2

債券先物オプション ― ― ―

合計 ― △2 △2

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

店頭 

クレジット・デフォルト・ス
ワップ 

18,000 △563 △564

その他 ― ― ―

合計 ― △563 △564

区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

市場取引以外の
取引 

複合金融商品 7,000 △1,153 △1,153

合計 ― △1,153 △1,153
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり四半期純利益金額等 

  

 
(注) １ １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は次のとおりであります。 

 
  

２ なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 円 575.63 586.47

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 
金額 

円 0.95

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 

 四半期純利益 百万円 951

 普通株主に帰属しない 
 金額 

百万円 131

   うち中間優先 
   配当額 

百万円 131

 普通株式に係る 
 四半期純利益 

百万円 820

 普通株式の期中平均 
 株式数 

千株 856,398
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(リース取引関係) 

リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナン

ス・リース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりますが、

当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動がありませんの

で記載しておりません。 

  

(１) 第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び1株当たり四半期純損益金額等 

当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行

う会社）に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当た

り四半期純損益金額等については、四半期レビューを受けておりません。 

① 損益計算書 

(単位：百万円) 

 
  

 
  

２ 【その他】

(自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間

経常収益 65,309 

 資金運用収益 52,829 

   （うち貸出金利息） 43,242 

   （うち有価証券利息配当金） 8,116 

 役務取引等収益 9,971 

 特定取引収益 91 

 その他業務収益 2,196 

 その他経常収益 220 

経常費用 73,433 

 資金調達費用 10,773 

   （うち預金利息） 6,513 

 役務取引等費用 4,391 

 その他業務費用 6,491 

 営業経費 32,251 

 その他経常費用 ※1 19,526 

経常損失（△） △8,124 

特別利益 ※2 458 

特別損失 ※3 890 

税金等調整前四半期純損失（△） △8,555 

法人税等 1,354 

少数株主損失（△） △263 

四半期純損失（△） △9,647 

(自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間

※１ その他経常費用には、貸倒引

当金繰入額13,581百万円を含ん

でおります。 

※２ 特別利益には、固定資産処分

益419百万円を含んでおりま

す。 

※３ 特別損失には固定資産処分損

585百万円を含んでおります。 
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② セグメント情報 

（事業の種類別セグメント情報） 

連結会社は、銀行業以外に保証業及び債権管理回収業等を営んでおりますが、それらの事業の全

セグメントに占める割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

  

  

  

（所在地別セグメント情報） 

全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

  

  

（国際業務経常収益） 

 国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しており

ます。 

  

③ １株当たり四半期純損益金額等 

  

 
(注) １ １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は次のとおりであります。 

 
  

２ なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないことに加え、当第３四半期

連結会計期間は１株当たり四半期純損失となるため記載しておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日  
 至 平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失 
金額 

円 11.26

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日  
 至 平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 

 四半期純損失 百万円 9,647

 普通株主に帰属しない 
 金額 

百万円 ―

 普通株式に係る 
 四半期純損失 

百万円 9,647

 普通株式の期中平均 
 株式数 

千株 856,635

─ 38 ─



(２) 配当に関する事項 

 平成20年11月14日開催の取締役会において、平成20年９月30日を基準日とする剰余金の配当（中

間配当）に関し、次のとおり決議いたしました。 

  

① 普通株式 

 
  

② 第一種優先株式 

 
  

  

  

中間配当による配当金の総額 3,439百万円

１株当たりの配当額 ４円00銭

中間配当による配当金の総額 131百万円

１株当たりの配当額 ７円00銭
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成21年２月６日

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ふくおかフィナンシャルグループの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第

３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  行  正  晴  實  ㊞ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  村  田  賢  治  ㊞ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  柴  田  祐  二  ㊞ 

（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。 

 ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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【英訳名】 Fukuoka Financial Group, Inc. 

【代表者の役職氏名】 取締役会長兼社長  谷  正 明 

【最高財務責任者の役職氏名】      ― 

【本店の所在の場所】 福岡市中央区大手門一丁目８番３号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

株式会社大阪証券取引所 

 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

証券会員制法人福岡証券取引所 

 (福岡市中央区天神二丁目14番２号) 
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当社代表取締役会長兼社長 谷 正明は、当社の第２期第３四半期(自 平成20年10月１日 至 平成

20年12月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認

いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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